
 

 

 

 

 

2020年 10月から 12月までの税務動向 
_____________________________________________________________ 

1. オンラインによる税務申告および移転価格開示フォームの 8日間の期限延長は 

  今後 3年間にわたり有効

___________________________________________________________ 

 
財務省は、2020年 12月 15日に通達

を発表し、オンラインによる税務申告お

よびオンラインによる移転価格開示フォ

ームの申告期限を延長しました。従来の

8日間の提出期限延長措置が、2021年

2月 1日から 2024年 1月 31日までの

間に期限を迎えるオンラインによる税務

申告およびオンラインによる移転価格開

示フォームの申告に対し、引き続き認め

られます。 

_____________________________________________________________ 

2. 移転価格開示フォームの提出遅延に対する罰金に関する最新情報

_____________________________________________________________ 

歳入局は、2020年 12月 24日に

Facebookライブで放送したセミナーに

おいて、移転価格開示フォームの提出

遅延に対する罰金について最新情報を

発表しました。開示フォームの提出が所

定の期限に遅れた納税者に対し、20万

バーツ以下の罰金が科せられます。た

だし、税務当局は、歳入法典第 3条 bis 

(1)により、以下に述べる条件において

罰金を軽減します。 

 

 

*注記: COVID-19感染拡大の緩和措置の一つとして、開示フォームの提出期限を2020年

4月から年8月までとした納税者は、2020年8月31日まで提出期限の延長が認められた。 

さらに、歳入局は2020年中に開示フォー

ムを提出する義務のある納税者に対し、

2020年12月30日までにオンラインで提

出する場合には、罰金を5,000バーツを

限度にする罰金の特別軽減を設けてい

ました。2020年12月30日以降にオンラ

インで開示フォームを提出する納税者

で、該当する場合には、上記の罰金の

対象となります。 

 

2019年 1月 1日より 2019年 12月 31日までに開始する

会計期間 

罰金 

(バーツ) 

a) 提出期限*から 7日以内 25,000 

b) 提出期限*から 7日超 50,000 
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2020年 1月１日以降に開始する会計期間 罰金 

(バーツ) 

a) 提出期限から 7日以内 50,000 

b) 提出期限から 7日超 100,000 

追加情報 :  

開示フォームの不提出、または不正確な情報開示を含む開示フォームの違反について

は、20万バーツ以下の罰金対象となります。本ニュースレター発行時点では、不正確な情

報開示の場合に適用される罰金に関する詳細な情報は、一般に公表されていません。 

________________________________________________________ 

3. 個人所得税のための住宅ローン利子控除の条件

_____________________________________________________________ 

2020年12月24日に発表された所得税

に関する歳入局長通達第396号,397号

および398号によれば、住宅の購入、分

割払い購入、または建設のために支払

われた住宅ローン利子の税額控除を受

けるためには、納税者は貸し手より住宅

ローン利子が支払われた事を証明する

証拠を受取り、提出する必要がありま

す。 

 

2021年1月1日以降に締結された貸付

契約に基づいて支払われた住宅ローン

利子については、納税者は貸し手に対

し、当該住宅ローン利子を税額控除の

対象とする旨を通知しなければなりませ

ん。 

2021年1月1日以前に締結された貸付

契約に基づいて支払われた住宅ローン

利子に対し、納税者が当該住宅ローン

利子を税額控除の目的に使用すること

を貸し手に通知しないと判断した場合、

納税者は住宅ローンの利子が支払われ

たことを証明する貸し手からの証拠書類

を保持しなければなりません。 

納税者から通知を受けた貸し手は、歳

入局長官からの別段の発表がない限

り、翌年1月15日までに納税者の情報

を、歳入局のウェブサイト

(www.rd.go.th) に提示された指示に従

い、電子フォームに記入し歳入局情報技

術部に提出しなければなりません。 

貸し手が情報を歳入局に提出した後に、

情報の修正および取消しまたは追加を

希望する場合には、貸し手は提出期限

の後も、歳入局のウェブサイトを通じて、

提出用フォームを使用し、追加情報を提

出することができます。

_____________________________________________________________ 

4. 2021年 1月 12日に閣議決定された税制措置

_____________________________________________________________ 

4.1 研究開発・イノベーション基金への

寄付 

本規制の施行日から2022年12月31日

までの間に、電子寄付システムを通じて

以下に述べる基金に寄付をする個人お

よび企業には、200%の控除が認められ

ます。 

 

• 科学技術開発基金 

• 科学・研究・イノベーション推進基金 

• 計量システム開発基金 

• 公衆衛生システム開発基金 

 

ただし、これらの寄付は、200%の控除

を受ける他の寄付と合わせて、純課税

所得または純利益の10%を上限としま

す。 

http://www.rd.go.th/


www.pwc.com/th  
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4.2. イータックスシステムの推進 

• 法人は、2020年1月1日から2022年

12月31日までの間に電子タックスイ

ンボイス、電子タックスレシートおよ

び電子源泉徴収システムのサービ

スへの投資および、その使用につい

て200%の控除が認められます。 

 

• 電子源泉徴収システムを通じて納

付する場合、源泉徴収税率5%の課

税所得に対する源泉徴収税率を2%

へ引き下げる処置が、2020年10月

1日から2022年12月31日までの期

間適用されます。 

 

• 現行2020年10月1日から2021年12

月31日まで実施されている電子源

泉徴収システムを通じて納付する場

合に、源泉徴収税率3%の課税所得

に対する源泉徴収税率を2%へ引下

げる処置が、2022年12月31日まで

延長されます。 

 

 

過去のタックスインサイトにてご案内済の税務ニュース 

（ 過 去 の タ ッ ク ス イ ン サ イ ト https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-

insights/2020.html） 
 

• 米国と EU向けの輸出に関するタイ商務省外国貿易局（DFT）監視リストの更新     

   (Tax Insight No. 34/2020) 
 

• タイの電子輸出管理システム (e-TCWMD) に関する最新情報 

   (Tax Insight No.35/2020)  
 

• タイ国内の購入に対する個人所得税所得控除 

   (Tax Insight No. 36/2020)  
 

• 銀行、金融、クレディ・フォンシェ、証券会社の受取利息・支払利息の計算に係る発生

主義適用    

   (Tax Insight No. 37/2020)  

 

• 新規設備投資に対する 50％および 150％の追加費用控除の対象となる機械設備の

特性    

   (Tax Insight No. 38/2020)  

 

• 移転価格調整
       (Tax Insight No. 39/2020)

 

• 移転価格開示フォームと必要書類提出が免除となる売上基準 

   (Tax Insight No. 40/2020) 

 

• 国会上院審議中のデジタルサービス税法案の最新情報 
      (Tax Insight No. 41/2020) 

• インド税関による FTA（自由貿易協定）における原産地規則順守の検証厳格化         

   (Tax Insight No. 42/2020) 
 

• 税制優遇措置の申請期限のリマインド 

   (Tax Insight No. 43/2020) 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-insights/2020.html
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-insights/2020.html
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版

との間に齟齬がある場合は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発

行されたものであり、全ての事例に対して適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社

までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載することを禁止します。ご不明の点

がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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